
○根室市道路占用規則 

昭和35年10月１日規則第17号 

改正 

昭和58年８月20日規則第21号 

平成６年４月１日規則第12号 

平成31年４月26日規則第19号 

令和２年10月９日規則第35号 

根室市道路占用規則 

（目的） 

第１条 道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）第32条の規定による道路

の占用については他に特別の定めがある場合を除きこの規則の定めるところによる。 

（占用の手続） 

第２条 法第33条第２項による申請書は、第１号様式とする。 

２ 出願者が市内に住居を有しない場合は、占用に関する一切の義務の履行を保証するた

めに市内に住居を有する身元確実な者と連署の上願出なければならない。 

３ 第１項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。ただし、第１号様式の一

般図で足りる場合は省略することができる。 

(１) 占用の位置地積及び附近を表示した図面 

(２) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図及び仕様書 

(３) 他の法令により官署の許可を必要とするものはその許可書の写 

(４) 地先土地権利者の承諾を必要とする場合はその同意書 

(５) 電柱、街路灯の類を建設する場合は、第２号様式の調書 

４ 前項の申請事項を変更しようとするときもまた同様であるとする。 

（道路占用許可基準） 

第３条 占用の許可は、別に定める基準により行うものとする。 

（占用許可の表示） 

第４条 占用の許可をうけた者（以下「占用者」という。）は、占用場所又はその工作物

に指令番号、許可年月日、目的、占用期間、占用面積及び占用者の住所氏名を明示しな

ければならない。 

 



（権利義務の継承） 

第５条 占用者からその占用物件を譲り受け、又は相続等により継承したものは市長にこ

の旨届出でてその許可を受けなければならない。 

（占用地の原形回復） 

第６条 占用の許可を取消され、若しくはその他の事由により占用を廃止したときは10日

以内にまた占用期間満了のときは満了の日までに占用者の費用で仮設工作物その他不用

の物件を撤去して占用地を原形に回復の上届出なければならない。 

２ 前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を占用者から徴収す

る。 

（道路破損の防止） 

第７条 占用により道路を破損し、又は破損するおそれがある場合は占用者は自己の費用

でこれを修理し、又は予防する設備を施さなければならない。 

（目的外の占用） 

第８条 占用者は道路をその目的以外に使用し、若しくはこれを他人に占用させ、又は許

可を受けなければその占用地の原形を変更することはできない。 

（継続占用） 

第９条 占用期間満了後継続占用しようとするものは、満了10日前までに第２条による申

請書を改めて提出し、許可を受けなければならない。 

（許可の取消） 

第10条 次の各号の一に該当する場合は、市長において許可を取消すことができる。 

(１) 法律、命令及びこの規則に基づく許可の条件に違反したとき。 

(２) 道路工事又は公益上必要のとき。 

(３) 占用料を納付しないとき。 

(４) 不正の手段により許可を受けたとき。 

（占用の追認） 

第11条 許可を受けないで道路を占用しているものに対し占用を追認したとき（追認前に

廃止したものについては廃止のとき）は、追認に至るまでの占用料を追徴する。この場

合占用の始期又は終期が明らかでないものは市長の認定による。 

（工事のための占用特例） 

第12条 工事のための占用の許可を受けた占用者が届出の期間内にその工事に着手せず、



又は工事が竣工しないときは占用の許可を取消すことができる。 

２ 前項の工事着手及び竣工は、その都度市長に届出なければならない。 

３ 正当の事由により届出の期間内に工事に着手し、又は工事が竣工する見込がないとき

は、その事由を付して期限の延長を願出なければならない。 

（補則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 道路占用規則（昭和32年根室市告示第３号）は、この規則施行の日に廃止する。ただ

し、従前の規則により許可を受けたものについては、この規則により許可を受けたもの

とみなす。 

附 則（昭和58年８月20日規則第21号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年４月１日から適用する。 

附 則（平成６年４月１日規則第12号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月26日規則第19号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年10月9日規則第35号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（道路の占用に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際現に道路占用の許可を受けているものは、この規則により許可

を受けたものとみなす。ただし、この場合の占用の期間は、改正前の根室市道路占用

規則第３条により許可を受けた期間とする。 

（道路の継続占用に関する経過措置） 

３ 前項の規定により許可を受けたもので期間満了後これを継続する場合において、改

修、移転又は除去が容易でないと市長が認めるものについては、当分の間、なお従前

の例による。 
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第２号様式 

 


